
導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

◆ 人口構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 総人口の推移 〉 

館林市の 1955 年（昭和 30 年）から 2060 年（令和 42 年）までの人口を見る

と、2005 年（平成 17 年）頃までは上昇傾向にあり、ピーク時には 79,454 人で

ありました。しかし、日本全体の少子高齢化の流れと同じくその後は下降傾向と

なり、2020 年（令和 2 年）以降の人口推計からもわかるように人口ビジョンの

第 1 期と第 2 期の数値を比較すると、総人口は減っているため、人口減少が更に

進行していることがうかがえます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 年齢３区分別人口の推移 〉 

総人口を年少人口（15 歳未満）、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）、老年人口

（65 歳以上）の 3 つに分け詳しく見ると、生産年齢人口及び年少人口と老年人口で

異なる傾向がみられます。 

生産年齢人口は、2000 年（平成 12 年）の 53,352 人をピークに上昇傾向から下降

傾向に転換しています。また、年少人口に関しても同じように下降傾向となっていま

す。 

一方、老年人口は上昇傾向が続いており、年々総人口に対する割合が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 年齢別人口（２０２０年）〉 

年齢別に館林市の人口を見ると、館林市の最も人口の多い年齢層は 70～74 歳及び

45～49 歳となっています。これらは、それぞれ団塊世代及び団塊ジュニア世代と呼

ばれる世代にあたり、日本全体においても人口の多い世代です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 年齢別推定人口（２０４５年）〉 

2045 年（令和 27 年）の年代別の人口推計を見ると、最も人口の多い年齢層は 70

～74 歳であり、全体的な割合も 65 歳以上の高齢者が増加していることがうかがえま

す。また、65 歳未満の世代を見てみると、年齢が低いほどその人口が少ない傾向にあ

り、2020 年（令和 2 年）時に比べより人口が減っています。こうした傾向から、人

口減少が更に加速していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 産業構造及び中小企業者の実態等 

 

〈 市内の産業構造 〉  

各種統計（※図１）から、本市の工場数は、昭和 63 年をピークに 27 年で 55.9％

減少しており、製造品出荷額は平成３年をピークに 25 年で 67.7％減少しています。

但し、製造品出荷額は、その大部分を占めていた事業所が製造業から業種転換したこ

とが大きな要因となっていると推測されます。その要因を除くと製造品出荷額は、ほ

ぼ横ばいで推移しています。 

 また、工場の数と同様に店舗の数についても減少しており、これら本市産業の上位

を占める製造業・卸売業・小売業の数的減少が続けば、雇用機会の喪失も危惧される

ため、開業率を高めるとともに、事業所の減少率を抑制する必要があります。 

この結果から市内産業について考察すると、売上・出荷額は減少し、先行きが不透

明で将来展望が見えないという実態が見えてきます。 

 そのため、中小企業者は店舗や設備老朽化への対応についても慎重にならざるを得

ず、事業の継続や承継にも支障をきたしているものと考えられます。これは、事業所

減少の要因の一つとしても考えられ、中小企業者が円滑に事業を行えるよう、人的や

経済面での支援が必要となっています。 

また、中小企業者も事業継続には時代に応じた対応が求められ、経営革新など新た

な事業計画を立てるなどの知識も不可欠です。そのため、今後も持続的な経営を行え

るようハード面、ソフト面の両側から支援し、地域経済の活性化を図る必要がありま

す。 

 

 （ ※ 図１ 本市上位を占める製造業、卸売業・小売業の状況 ） 

〇 製造業 

 
 

 

 

 
 

 

 （注）平成 6 年から平成 7 年の製造品出荷額の落ち込みは受注や倒産数の減少ではなく、特定の製

造業者の業種転換によるものと推測される。 



〇 卸売業・小売業 

 

 

 
 



 

 

 

平成 21 年事業所：4,014 件     平成 28 年事業所：3,512 件 

               

502 件の減少 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 市内中小企業者の実態（平成 28年度館林市景況調査による状況）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度館林市景況調査結果から経営上の課題は内部要因として、店舗・設備

の老朽化が本市中小企業の問題として挙げられます。しかしながら、経営努力として

は、経費の削減が突出しており、課題に対して、本来の解決方法との乖離が見受けら

れます。 

 課題解決のためには、本来、設備の新規導入及び人材の育成・確保による生産性の

向上が必要です。しかしながら、経費削減という形で経営していくことは、中小企業

者の体力を削ぐこととなり、本業の成長を妨げています。 

 このため、設備の入れ替え等によって、新陳代謝が行われ、生産性の向上を促進す

る策が必要です。 

 

（２）目標 

  

計画期間の目標件数は、平成 30 年 6 月 26 日付けで同意を得て、令和 3 年 6 月 4

日、令和 4 年 8 月 25 日付けで変更の同意を得た導入促進基本計画における認定件数

から推測し、2年間で 25件とします。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 

先端設備等導入計画を認定した市内事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標としま

す。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

本市の中小企業の問題は、前述のとおり店舗・設備の老朽化であることから、設備

導入のインセンティブとするため、本計画において対象とする設備は、中小企業等経

営強化法施行規則第７条１項に定める先端設備等全てとします。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

本市には 11 の工業・産業・流通団地があり、団地内企業が製造品出荷額において

産業を牽引していますが、中小企業に関しては、市内各所に点在しており、その数は

平成 28 年の経済センサス活動調査の確報値では 3,512 件になります。 

 この数は、各団地に存在する企業が 104 社（令和 4 年 6 月 30 日現在）に対し、約

33 倍（団地内中小企業者重複あり）であり、それらの企業の新たな設備導入を後押し

することを目的とするため、本計画の対象区域は、当市の全域を対象とします。 

 

 



（２）対象業種・事業 

本市中小企業は、前述の「産業分類別事業所数推移グラフ」のとおり多種多様であ

るため、本計画の対象業種・事業は、全ての業種・事業とします。 

但し、太陽光発電・その他再生可能エネルギー関連設備については、雇用の創出及

び産業集積が見込めないことや景観・環境保全の観点から、本市内に事業所等があり、

その屋上や敷地内に設置するものでなければ対象外とします。 

また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条に規定する風俗営業又はこれに類する業種を営んでおらず、館林市暴力団

排除条例（平成 24 年館林市条例第 18 号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員等で

ないこと、その他、関係法令等に違反していないことを条件とします。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間          

 

 国が同意した日から２年間とします。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

先端設備等導入計画の期間は３年間、４年間、５年間とします。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 

・人員削減を目的とした取組みを先端設備等導入計画の認定対象としないことと 

します。 

 

・公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められるものについては、 

先端設備等導入計画の認定対象としないこととします。 

 

・市税等に滞納がなく、税務資料等の調査、照会、閲覧に同意しなければならな 

いこととします。 

 

・その他、市長が不適当と認めたときは対象としないこととします。 

 


